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市
で
は
、
昨
年　

月
か
ら
容
器

１０

包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
分
別
収

集
・
再
資
源
化
処
理
を
開
始
し
ま

し
た
。
そ
の
分
別
状
況
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
下

の
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
分
別
が
進
み
、
昨
年
と
比
較

し
て
、
燃
や
せ
な
い
ご
み
を
約
６

割
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
は
重
量
ベ
ー
ス
の

数
値
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
容

積
（
袋
の
大
き
さ
）
に
換
算
す
れ

半
〜
午
後
５
時
、
職
員
課
（
市
役

所
４
階
）
で
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
電
子
申
請
で
取
り
寄
せ

る
こ
と
も
可
能
で
す
（
３
月　

日
２２

〈
木
〉
午
後
５
時
ま
で
）

　
【
願
書
受
け
付
け
】祝
日
を
除
く

３
月　

日
（
月
）
〜　

日
（
金
）

１９

２３

の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
本
人

が
同
課
に
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ

い
　
【
試
験
日
】
４
月　

日
（
日
）

１５

　

詳
し
く
は
同
課
人
事
給
与
係
�

４
７
０
・
７
７
１
６
へ
。

家

庭

福

祉

員

　

家
庭
福
祉
員
と
は
、
保
育
士
・

看
護
師
等
の
資
格
を
持
ち
、
経
験

豊
か
な
保
育
者
が
、
自
宅
の
一
部

を
開
放
し
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
の

下
で
少
数
の
子
ど
も
を
預
か
る
制

度
で
す
。

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

出
産
し
、
社
会
保
険
等
か
ら
出
産

一
時
金
等
が
支
給
さ
れ
な
い
と
き

は
、
出
産
育
児
一
時
金
と
し
て　
３５

万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、

武
蔵
野
社
会
保
険
事
務

所
か
ら
の
お
知
ら
せ

予
約
に
よ
る

年
金
相
談
を
開
始

　

武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
で

は
、
お
待
た
せ
す
る
こ
と
な
く

年
金
相
談
を
受
け
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
４
月

か
ら「
予
約
に
よ
る
年
金
相
談
」

を
行
い
ま
す
。

　
【
相
談
時
間
】平
日
の
午
後
３

時
〜
５
時
（
夜
間
延
長
相
談
の

実
施
日
は
６
時
半
ま
で 
）
お
よ

び
休
日
年
金
相
談
実
施
日
の
午

前　

時
〜
午
後
４
時

１０

　
【
予
約
方
法 
】
同
事
務
所
へ

来
所
ま
た
は
予
約
専
用
電
話
�

０
４
２
２
・　

・
２
４
４
５

５６

　

住
民
異
動
が
集
中
す
る
３
月
下

旬
か
ら
４
月
上
旬
の
窓
口
混
雑
を

緩
和
し
、
併
せ
て
市
民
の
皆
さ
ん

の
市
税
納
付
を
し
や
す
く
す
る
た

め
に
、
３
月　

日
と
４
月
１
日
に

２５

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、
納
税
課

で
日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

受
け
付
け
時
間
は
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
で
す
。

　

※
本
庁
舎
の
み
の
開
設
で
、
上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各

連
絡
所
は
開
設
し
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

各
課
で
取
り
扱
う
事
務
は
下
表

の
通
り
で
す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
�
４
７
０
・

７
７
２
２
、　

保
険
年
金
課
�
４

７
０
・
７
７
３
２
、　

納
税
課
�
４

７
０
・
７
７
３
０
へ
。

市　

職　

員

　

６
月
１
日
以
降
に
採
用
す
る
市

職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
職
種
】
保
育
士

　
【
募
集
人
員
と
受
験
資
格
等
】下

表
の
通
り

　
【
勤
務
地
】市
内
の
心
身
障
害
児

通
園
施
設
ま
た
は
保
育
園

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
３
月　

日
１２

（
月
）
〜　

日
（
金
）
の
午
前
８
時

２３

３月２５日・４月１日
午前９時～午後４時

取 り 扱 わ な い 事 務取 り 扱 い 事 務担 当 課

◎住民基本台帳カードの即日交付
◎付記転入・付記転出・住民票の
広域交付
◎電子証明書の発行および更新の
申請
◎臨時運行許可（仮ナンバー貸与）
◎戸籍異動が伴う住民異動届など、
他市町村への問い合わせを必要と
するもの

◎住民異動届の受け付け＝転入・転居・転出・世帯変更
など
◎印鑑登録および市民カード発行の申請受け付け＝平日
に来庁できない方は、この機に夜間・閉庁日も住民票、
印鑑登録証明書、課税・納税証明書が自動発行機で取得
できる「市民カード」の申請をお勧めします。手続きの
詳細は市民課へ問い合わせてください
◎各種証明書の発行＝住民票、印鑑登録証明書、戸籍の
附票、戸籍騰抄本、外国人登録原票記載事項証明書など
◎住居表示の申請受け付け

市民課
（市役所１階）

◎国民年金に関する届け出で、社
会保険庁への照会を必要とするも
の

◎国民健康保険の資格取得・喪失に関する届
◎高額療養費の支給申請など各種申請書受け付け
◎国民年金第１号被保険者の資格取得等の届

保険年金課
（市役所１階）

◎納税証明書の発行など左記以外
の事務

◎市税の納付および納税に関する相談
◎市税の口座振替の申し込み手続き

納税課
（市役所２階）

ば
さ
ら
に
減
量
幅
は
大
き
く
な
り

ま
す
。
ご
家
庭
で
も
、
か
な
り
の

ご
み
減
量
効
果
が
実
感
で
き
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

引
き
続
き
分
別
収
集
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

危
険
物
を
入
れ
な
い
で

　

分
別
さ
れ
た
容
器
包
装
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
が
再
資
源
化
に
適
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
検
査
が
１
月
に
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
残
念

な
が
ら
市
の
成
績
は
最
低
ラ
ン
ク

の
Ｄ
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

最
低
ラ
ン
ク
が
続
い
て
し
ま
う

と
改
善
勧
告
を
受
け
た
り
、
引
き

取
り
停
止
に
な
る
な
ど
、
再
資
源

化
へ
の
ル
ー
ト
が
閉
ざ
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

こ
の
Ｄ
ラ
ン
ク
評
価
の
原
因
は

中
間
処
理
に
お
け
る
未
破
袋
の
混

入
と
刃
物
（
安
全
か
み
そ
り
の
替

え
刃
）
の
混
入
で
す
。

　

財
団
法
人
日
本
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
協
会
の
定
め
る
基
準
で
は
、

危
険
物
（
刃
物
や
感
染
の
恐
れ
の

あ
る
医
療
系
廃
棄
物
）
の
混
入
に

は
特
に
厳
し
く
、
大
量
の
サ
ン
プ

ル
の
中
に
一
つ
で
も
混
入
が
あ
る

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

分
別
が
進
ん
で
い
ま
す

分
別
が
進
ん
で
い
ま
す

出
産
育
児
一
時
金
・
葬
祭
費
を
支
給

と
Ｄ
ラ
ン
ク
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

こ
の
基
準
を
満
た
す
た
め
、
収

集
現
場
で
の
未
分
別
袋
の
選
別
は

も
ち
ろ
ん
、
回
収
し
た
袋
は
す
べ

て
破
袋
し
、
中
身
を
一
つ
一
つ
人

の
目
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
が
、

ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。

改
め
て
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
注

意
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�
「
プ
ラ
」
の
マ
ー
ク
を
確
認

し
て
出
す

　

�
危
険
物
は
絶
対
に
入
れ
な
い

　

ま
た
、
中
間
処
理
業
者
に
は
処

理
方
法
の
改
善
、
さ
ら
な
る
手
選

別
の
精
度
向
上
を
求
め
ま
し
た
。

　

安
定
し
た
資
源
化
処
理
を
続
け

る
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
�
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

喪
主
に
葬
祭
費
と
し
て
３
万
円
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
申
請
が
必
要
で

す
。

　
【
申
請
方
法
】次
の
書
類
を
保
険

年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
市
役

（
平
日
の
午
前
８
時
半
〜
午
後

５
時　

分
）
で
１
カ
月
後
の
分

１５

ま
で
予
約
で
き
ま
す

　

予
約
の
際
に
は
、
基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
よ
う
に
、
年
金

手
帳
や
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
基
礎
年

金
番
号
・
氏
名
・
電
話
番
号
・

相
談
の
内
容
を
確
認
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
事
務
所
�
０
４

２
２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

ご
存
じ
で
す
か
「
学
生

納
付
特
例
制
度
と
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
」

　
　

歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で

２０
あ
っ
て
も
国
民
年
金
へ
の
加
入

が
必
要
で
す
。　　

　

学
生
で
、
本
人
の
前
年
の
収

入
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、

学
生
納
付
特
例
制
度
を
申
請
す

る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。
毎
年
（
４
月
〜
翌
年

３
月
分
）、学
生
証
を
持
参
の
上
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、　

歳
未
満
の
方
で
、

３０

本
人
と
配
偶
者
の
前
年
の
収
入

が
一
定
以
下
の
場
合
に
は
、
申

請
に
よ
り
７
月
〜
翌
年
６
月
分

の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
若
年
者
納
付
猶
予

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
の
申
請
を
し

な
い
で
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま

だ
と
、
将
来
、
老
齢
年
金
受
給

の
た
め
の
資
格
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
り
、
不
慮
の
事
故
等
に

よ
り
障
害
が
残
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
に
、
障
害
基
礎
年
金
等
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
や
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
す
る

場
合
は
、
市
保
険
年
金
課
国
保

年
金
資
格
係
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
�
４
７
０
・

７
７
３
２
へ
。

所
１
階
）
へ
持
参
の
上
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

①
出
産
育
児
一
時
金
＝
母
子
健

康
手
帳
（
出
産
が
確
認
で
き
る
も

の
）、
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
世
帯

主
名
義
の
口
座
番
号

　
【
対
象
】
次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方
。
①
保
育
士
ま
た
は
看

護
師
の
資
格
を
有
し
、
保
育
経
験

の
あ
る
方
②
市
内
在
住
で　

歳
〜

２５

　

歳
の
方
③
家
庭
に
６
歳
未
満
の

６２お
子
さ
ん
の
い
な
い
方
④
保
育
専

用
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
９
・
９
平
方

�
（
６
畳
）
以
上
を
１
階
に
有
す

る
こ
と

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
と
資
格
証
明
書
の
写
し
を
保

育
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
受

け
付
け
後
、
名
簿
登
録
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

臨

時

事

務

職

員

　

教
育
委
員
会
で
は
、
学
務
課
で

勤
務
す
る
臨
時
事
務
職
員
の
登
録

者
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
応
募
資
格
】　

歳
く
ら
い
ま
で

５０

で
、
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
で

き
る
方

　
【
勤
務
日
】
月
曜
〜
金
曜
日

　
【
勤
務
時
間
】午
前
９
時
〜
午
後

５
時

　
【
勤
務
地
】
学
務
課
（
市
役
所
６

階
）

　
【
賃
金
】
１
時
間
８
３
０
円
（
交

通
費
別
途
支
給
）

　
【
登
録
期
間
】　

年
３
月　

日
ま

２０

３１

で
　

申
し
込
み

は
３
月
１
日

（
木
）
〜　

日
１４

（
水
）
に
市
販
の
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

直
接
同
課
へ
。

　

※
登
録
の
た
め
、
履
歴
書
は
返

却
し
ま
せ
ん
。　

採
用
は
、履
歴
書

の
書
類
選
考
後
に
面
接
を
実
施
し

て
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
�

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

　

②
葬
祭
費
＝
喪
主
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
も
の
（
会
葬
御
礼

の
は
が
き
等
）、
被
保
険
者
証
、
印

鑑
、
喪
主
名
義
の
口
座
番
号

　

詳
し
く
は
同
係
�
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

受験資格等募集人員募集職種

昭和４７年４月２日以降に生ま

れ、保育士の資格を有する方
若干名保育士

市職員の募集職種と受験資格等

※６月１日以降から勤務可能な方に限ります。

日日日日日日日日日日日日日日曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨時時時時時時時時時時時時時時窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口をををををををををををををを日曜臨時窓口を
開開開開開開開開開開開開開開設設設設設設設設設設設設設設開設

日曜臨時窓口での取り扱い事務
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過
日
、
自
治
会
連
合
会
の
皆

様
が
「
自
治
会
を
元
気
に
し
よ

う
」
と
銘
打
っ
て
、
自
治
会
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

私
も
ご
あ
い
さ
つ
に
お
邪
魔
し

ま
し
た
が
、
大
変
多
く
の
方
が

参
加
し
て
お
い
で
で
し
た
。
住

み
よ
い
地
域
社
会
を
つ
く
る
た

め
の
地
域
課
題
は
多
種
多
様
で

す
。
少
子
高
齢
化
に
伴
う
人
口

構
造
の
変
化
や
核
家
族
化
が
進

む
中
で
、
子
育
て
・
介
護
・
防

犯
防
災
な
ど
の
課
題
は
、
こ
れ

ま
で
の
行
政
シ
ス
テ
ム
だ
け
で

は
対
応
し
き
れ
な
い
地
域
の
課

題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
、

あ
ま
り
地
域
に
関
心
を
示
さ
な

い
方
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
す
。
市
民
の
皆
様
と
行
政

が
一
体
と
な
っ
た
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
に
は
、
こ
う
し
た
課
題

が
あ
る
こ
と
も
考
え
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
大
切
に
な
っ
て
く
る
の

が
、
顔
と
顔
が
見
え
る
関
係
づ

く
り
で
あ
り
、
そ
の
「
カ
ギ
」

を
握
る
の
が
自
治
会
活
動
だ
と

思
い
ま
す
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
新
し
い
時

代
の
近
隣
関
係
・
地
域
社
会
づ

く
り
の
た
め
に
、
ま
た
、
自
治

会
活
動
の
再
構
築
・
活
性
化
の

た
め
に
、「
悩
み
は
あ
る
が
、
が

ん
ば
ろ
う
」
と
い
っ
た
こ
と
が

話
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
私
ど
も

行
政
も
サ
ポ
ー
ト
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
地
域
活
性
化
の

原
動
力
と
し
て
自
治
会
の
皆
様

の
お
力
を
、
ぜ
ひ
と
も
頂
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。


